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第５回寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会記録（要点筆記） 

 

１ 日時 

  令和３年４月 30 日（金）13 時 00 分から 14 時 20 分 

２ 場所 

  オンライン開催 

３ 当日の参加者等 

 ⑴ 出席委員（10 名） 

   日浦委員（委員長）、竹内委員（副委員長）、青木委員、名畑委員、乾委員、 

   森本委員、池峯委員、九條委員、田中委員、新宮委員 

 ⑵ 事務局（７名） 

   （こども部） 畑中部長 

   （保育課）  吉田課長、西尾係長 

   （学校教育部）田井教育監 

   （学務課）  牧野課長、平本係長、高見係長 

 ⑶ 傍聴（０名） 

４ 会議次第 

 ⑴ 寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方について 

 ⑵ その他 
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要点筆記 

 

【１ 開会】 

（事務局） 

 第５回審議会につきましては、４月 25 日から大阪府が緊急事態措置を実施す

べき区域とされたこと及び今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を鑑み、

オンラインによる開催とさせていただきましたことをご報告いたします。 

本審議会の成立について事務局より報告させていただきます。 

本日は、委員 10 名中 10 名出席いただいております。従いまして、委員総数の

半数以上の出席がございますので、本審議会規則第６条第２項の規定に基づきま

して、本審議会が成立していることをご報告申し上げます。寝屋川市では、市民

参画の推進と市政運営の透明性の向上を目的に、委員会等における会議は原則公

開するものとしており、非公開の決定は、審議会委員長が会議に諮って行うこと

になっておりますがいかがでしょうか。 

 

（委員長） 

会議の公開につきまして、事務局からの説明がありました。原則通り公開とい

うことでよろしいでしょうか。 

 

（委員より異議なしの声あり） 

 

（委員長） 

それでは本審議会は公開とさせていただきます。傍聴はございますか。 

 

（事務局） 

現在傍聴の申出はございません。 

 

（委員長） 

傍聴はないようですので、議事を進めてまいりたいと思います。 

本日の議題でございますが、議題⑴寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方について

⑵その他となっております。それでは、議題１寝屋川市立幼稚園・保育所の在り

方についての審議に移る前に、いつものように前回第４回の審議の内容について、

ご一緒に振り返りを確認したいと思います。 

 前回の審議会では大きく分けて２点の案件がございまして、１点目は寝屋川市
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の就学前の教育・保育について、いわゆるソフト面で教育・保育の中身について、

２点目はハード面で市立幼稚園・保育所の在園児数に関連して教育・保育施設の

物理的課題について話し合いました。以前から議論してきた教育・保育の内容を

可視化することについて事務局が作成した２種類の資料のイメージ図を見ながら

ご意見をいただきました。寝屋川教育としての「ねやがわディベート」で育つ寝

屋川の子どもと題する就学前から中学３年生までの教育内容に関する縦のつなが

りを示した図は具体的にこども達に身に付けたい力と活動例が示されていて分か

りやすく、また就学前の教育・保育が就学後の教育の前倒し教育ではなくて、木

のねっこのような基礎になっていることが確認できるという、ご意見をいただき

ました。その一方でもう１つの A4 用紙を横に使った資料の図は、就学前の教育・

保育に関する図として、「寝屋川市の就学前教育は、ここに力を入れます」という

タイトルに示されているように、寝屋川市の就学前教育内容全体として目指す子

ども像と取り組みの３つのポイントが示されているものの、教育の縦のつながり

を表した先程の図と比べると具体性に欠けており、市民の方が見たときに分かり

にくいと思われ、もう少し分かりやすい内容も必要ではないか、またもっと具体

的なガイドラインといったものも必要ではないかというご意見をいただきました。

次に認定こども園に関する議論においては、本審議会は市立幼稚園・保育所の在

り方に関する審議会ですので、資料として提出のあった令和３年４月の市立幼稚

園と市立保育所の４・５歳児の定員に対する在園児数を示した２つの表を見なが

ら、ご意見をいただきました。市立幼稚園については、４園とも定員を満たして

いない状況を把握することができました。定員充足率に地域差はあるものの最高

で充足率は 66％、最低で 11％と課題が大きいことが確認できました。また、市立

保育所の４・５歳児については、幼稚園程ではないものの定員を満たしていない

保育所があることについても情報共有できました。これらを確認した後、話題が

教育・保育の内容といったソフト面の議論になりました。市立幼稚園について１

クラスの人数が極端に少ないと本来集団の中で育つ子どもの力が育ちにくく、現

在少人数の園は他園と合同で保育を行うなど、工夫をしているがそれにも限界が

あるなどとの意見がございました。その後、話題をハード面に戻して今後、どの

ようにしていったらいいのかということについても協議いたしました。その中で

地域によっては幼稚園・保育所とも定員を満たしていない地域があることから、
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幼保両方の機能を併せ持つ認定こども園の可能性について、話が及びました。そ

の際、近隣の市の状況はどのような状況になっているかとのご質問があり、事務

局より北河内においては７市のうち４市、守口市、門真市、四條畷市、交野市に

おいて、市立の認定こども園が設置されていることが報告されました。協議の中

で寝屋川市においても市立の認定こども園を設置する可能性を検討してもいいの

ではないかということになりました。保護者は幼稚園・保育所・認定こども園等

といった就学前の教育・保育施設のそれぞれの機能の違いを十分理解していると

は限らないとのご意見もあり、これに関連して幼稚園・保育所・認定こども園と

いった個別の施設について検討するのではなく、就学前教育・保育の全体を視野

に入れて議論をする必要があるとのご意見もございました。さらに寝屋川市の教

育を見直す中での一つの課題として、就学前教育のことを考えていく必要がある

とのご指摘もございました。ハード面での問題は、すなわちソフト面、教育の中

身の問題であること、両者を切り離すことができないことを議論の中で共有でき

たと思います。最後に今後の検討の視点に関連して目先の対応ではなく、変化す

る社会の中で市民のニーズを把握しつつ、子どもの 10 年後 20 年後といった先を

見据えた教育行政が必要ではないかということについて、考えを共有し確認いた

しました。第４回審議会での主な議論の内容は以上でございます。 

 それでは、事務局から資料について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料についてご説明させていただきます。資料１ 寝屋川市就学前教育・保育

施設配置図をご覧ください。本資料につきましては、委員から資料提出依頼があ

ったものでございまして、本市の就学前教育・保育施設の配置を地図上に記号で

示したものでございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。これから審議を進めるにあたりまして、最初に皆様に

お願いがございます。この審議会は名前のとおり市立の幼稚園・保育所の在り方

を検討していくための会議ですので、寝屋川市の教育・保育に深く関係しておら

れる皆様方に委員になっていただき、ご一緒に市立の幼稚園・保育所の在り方を

検討してまいりました。前回あたりから就学前の教育・保育の中身、すなわちソ
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フト面のことだけでなく、先程も申しましたが、ハード面といった教育・保育を

行う施設等物理的な側面についても議論が及んでおります。先程の報告・振り返

りの時にも申しましたが、ハード面の検討はおのずとソフト面の問題が関係して

まいります。従って、ハード面についての協議の際にも教育・保育の中身に関連

したご意見も交えて頂戴できればと考えております。会議の内容は、寝屋川市立

の幼稚園・保育所の在り方について、特に認定こども園のことを検討してもいい

のではないかとの前回の議論を踏まえて、ご協議いただきたいと思います。それ

ぞれ立場があるかとは思いますが、どうぞ忌憚のないご意見をよろしくお願いい

たします。それでは資料をご覧ください。これは前回の会議で委員から市立幼稚

園・保育所の在園児の充足率に地域差があるのではないかとの意見に基づき、委

員から就学前施設の分布状況が知りたいとのことで資料請求があったものです。

この資料に関して、ご意見・ご質問はございますか。 

 

（委員） 

 図にしていただくと、やはり地域的なことがとても分かるかと思います。市立

保育所のところでは１番（さくら保育所）、６番（あざみ保育所）、５番（コスモ

ス保育所）ですね。どちらかというと西よりのところが充足率が低く、２番（た

んぽぽ保育所）、３番（さつき保育所）、４番（さざんか保育所）の地域は充足率

が高くなっていることが分かると思います。 

 

（委員長） 

 この資料を確認できて地域差があることがよく分かりました。他にご意見・ご

質問はございますか。事務局から補足の説明はございますか。 

 

（事務局） 

 補足の説明は特にございません。 

 

（委員長） 

 では、この資料も参考にしながら議論を進めていきたいと思います。認定こど

も園のことも考えてみてはどうか、考えてもいいのではないかと言うことを受け
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て少しご意見をいただきたいと思いますが、認定こども園をそもそも設置する必

要があるのかどうかといったことで、このことは言うまでもなく、幼稚園がいい、

保育所がいい、認定こども園がいいという問題ではありません。まず働く保護者

の増加があり、このことを背景としたニーズがあるということが一般的に言われ

ています。また、幼い子どもを幼稚園よりも長時間預けたいというニーズがあり、

それでしたら保育所を利用すればいいのではないかということになります。しか

し、１号認定の子どもを受け入れる就学前の教育・保育施設が地域に必要ではな

いかということで、認定こども園の可能性も検討してみてはどうかということに

なっていたと思います。それぞれの立場からのご意見でも結構ですので、ご意見

をお願いします。 

 

（委員） 

 市立幼稚園では、在園児数が減少している現状であるのですが、市立幼稚園を

選んでくださる保護者がいらっしゃるということは、市立幼稚園がいいと思って

くださる方がいらっしゃることになると思いますので、市立幼稚園の教育を大事

にしながら、保育所のいい部分と合体していく認定こども園というキーワードは

出てもいいのではないかと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。これまで市立幼稚園が実施していた役割、もちろん私

立幼稚園・保育所園でも特別な支援が必要なお子様が在籍していますが、例えば、

そういうことでも子どもの教育についての積み重ねというものがあるので、そう

いうものを全部なくして、これを地域の中に役立てないということはないと思い

ます。今まで行ってきた教育実績等をこれを地域の教育に役立てることは必要で

あると思います。市立幼稚園が全部一斉に認定こども園になるとかそういう問題

ではないと思いますし、可能性として認定こども園のことを考えてはどうかとい

うご意見だと思います。 

 

（委員） 

 資料を見ましたが、これまでに市立幼稚園は他に何か所かあったのではないか。
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それを廃園・統合してきた理由は何であるのか、事務局に尋ねてみたい。 

 

（委員長） 

 今のご質問について、事務局お答えください。 

 

（事務局） 

 これにつきましては、幼児教育振興審議会において審議いただき、答申で示さ

れたものに基づき実施してきたものでございます。 

 

（委員長） 

 以前の審議会で提案があったものなのですね。 

 

（事務局） 

 その通りでございます。 

 

（委員長） 

 分かりました。審議会の議論の中で、それらの答申に至った理由が知りたいで

すね。審議会では在園児数のことで協議されたのですか。どういうことで審議さ

れて、答申に至ったのですか。 

 

（事務局） 

 市立幼稚園の今後の在園児数の推移や効率的な幼稚園運営等を総合的に検討し

ていく中で、答申に至ったものと考えています。 

 

（委員長） 

 分かりました。今の説明を踏まえての私の推測ですが、子どもの在園児数が減

ってきていることは、同じ状況ですが、他のすぐ近くの幼稚園・保育所に吸収で

きると考えて再編してきたのですね。 

 

（事務局） 
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 そのように考えています。 

 

（委員） 

 今、委員がおっしゃったような形で廃園ということがあった、今回は認定こど

も園にという話ですが、そもそも論になるのですが、市立の幼稚園が認定こども

園ということ以前に、市立幼稚園の在園児が少ない理由は何なのかということを

考えないといけないと思います。保育園なのか幼稚園なのかの議論の前に私立・

市立といった幼稚園どうしでどれだけ市立が選ばれているのか、それは保育内容

で選ばれているのかサービス内容で選ばれているのか、どういう側面で選ばれて

いるのかということが見えてきていない。明らかに私立の幼稚園は預かり保育・

３歳児保育を行っています。そのような同じ条件の土台まで行った上で議論する

のではなく、今の多様化しているニーズの中で特に母親の就業がウェイトを占め

ている中で保育ニーズが高まっていることは一般論としてある訳ですので、市立

の幼稚園がそのニーズに応える努力をしないまま在園児が減るというのは、そも

そも当たり前だと思います。それをもとにしてどうするのかという議論だとした

ら、まず市立の幼稚園が預かり保育・３歳児保育を行うべきだと思います。その

結果によってこの審議会で議論している認定こども園についての議論があるべき

で、それが抜けた状態でこのような議論をすることに意味がないと私は思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。段階的に議論していくということを考えると、例えば

市立の幼稚園で預かり保育・３歳児保育を行ってみるとか、子どもの在園児数だ

けを考えるのであれば、そういう努力が必要だというご意見ですね。そしてそれ

を行って、在園児数が増えたらもう少し様子を見ようとか、在園児数が変わらな

い場合や減った場合には、次のことを考えていこうといった段階を踏んで議論し

ていった方がいいというご意見だと思うのですが。 

 後で事務局にも補足していただきたいのですが、今までの審議では在園児数を

集めることだけに集中しても、10 年後といった先を見るとそのことだけでは困難

だという見込みを持って、こういうことも考えてはどうかといったことになって

いると思うのですが。事務局はいかがでしょうか。今の発言が誤ったものではい
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けないので確認です。 

 

（事務局） 

 只今の委員長の発言のとおり、３年保育・預かり保育ということも、確かに検

討する必要があるとは思うのですが、行政としては将来的な就学前子どもの人数

の推移を考えますと、長い目で見たときに、その３年保育・預かり保育をするこ

とがいかほどの効果があるのかということも検討する必要はあるのと思っていま

す。ただ短期的には一定在園児数の回復が見込めるかもしれませんが、長いスパ

ンで考えたときには、全国の就学前子どもが減っていく状況に対し、３年保育・

預かり保育を実施するだけで対応できるのかということについては検討する必要

があると考えております。 

 

（委員長） 

 分かりました。先程の委員からの質問とも関連しているのですが、以前の審議

会において市立幼稚園を再編・統合したときには、その地域で一定数の子どもが

集まる見込みがないということで、近くの幼稚園に吸収できるのではないかとい

うことであったと思うのですが、今回は努力して多少変わるかもしれないが、も

う少し先を見たら全体的に子どもが減っているので、少し違った方向から検討し

たいということと受け取っています。 

 

（委員） 

 説明は一定筋が通っているようにも思えるのですが、サービス内容を変えなけ

れば、統合しても意味がないと思います。子どもの数は減り続ける訳ですから、

なぜ認定こども園にしたいのか、私は意味が全く分かりません。おっしゃってい

る内容は理論が破綻していると思います。 

 

（委員長） 

 これは、認定こども園にしたいという議論ではなくて、認定こども園のことも

考えてはどうかという方向にのった議論ですので、ここでそれは難しいというこ

とになれば、それが審議会の意見ということになります。 
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（委員） 

 サービス内容を変更するということで、園児数を今より少なくしないようにし

ていきたい、そうでないと集団保育の意味がないということを踏まえても、施設

どうしを合体させて、何らサービス内容に変更がないということでは、このまま

の状態で、ただ単なる合体であるならば、私は認定こども園というものは絶対に

選択肢に入らないと思います。認定こども園になるためには、現状として、集団

保育を維持していかないといけない訳ですから、今ただでさえ子どもの人数が、

これから全国的に減り続ける状況ですし、明らかに市立幼稚園のニーズが上がっ

ていくならば、おっしゃっている内容も分からなくもないですが、明らかに下が

っていきます。時代とは逆行していきます。そのような現状でサービス内容を変

えないまま、ただ認定こども園にするというのは、認定こども園にしたいという

ことなら分からなくはないのですが、目的ではないですよね。一つの手段として

ある訳ですから、認定こども園というのは理由にならないのではないかと思いま

す。するならば、やはり、サービスの内容をよくしていかないといけない、その

ためには、まずは幼稚園単独で努力してみる必要があると思います。10 年後少な

くなるかもしれないとおっしゃるならば、このまま合体しても結局は子どもはど

んどん少なくなるわけですから合体した意味がなくなってしまいます。単独で努

力してみてそれでもだめだったら、一緒になってみて、また、市立幼稚園・保育

所が一緒になる意味をそこから探っていく必要があると思います。ただ単に一緒

になっていくことについて、議論するものでは私はないと思います。そこが抜け

ているのではないかと思います。 

 

（委員長） 

 ご意見ありがとうございます。委員に確認なのですが、サービス内容というの

は、教育・保育の内容ということですか。 

 

（委員） 

 教育内容につきましては、市立幼稚園が今までされてきたことに対し、特にい

うことはございません。ただ、サービスという言いかたをすると語弊があります
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が、保護者ニーズに合わしていくという形になります。やはり預かり保育はいま、

保育所園が多いということは、預かり保育の需要が多い訳です。その部分に対し

て、市立幼稚園は預かり保育をされていませんし、現在幼稚園でも３歳児保育が

主流になっていますが、市立幼稚園では３年保育もされていない。そこをまず合

わせてみた段階でというのが、サービスの問題になるので、教育内容は全然関係

のないところです。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。確認の意味でお尋ねいたしました。これについて事務

局の方から今の考え方について何かございますか。それは難しいとか、これまで

はこうであったとか。近隣市ではこうであるとか。委員がおっしゃっている段階

的取り組みの可能性、検討の可能性はあるのですか。その可能性がないならば、

その理由もあれば教えてください。皆様もお分かりかもしれませんが、近隣の市

立認定こども園を設置している４市が、市立の幼稚園で預かり保育・３歳児保育

をしたとか、そういう段階を踏んで認定こども園にしていったのか何かございま

すか。 

 

（事務局） 

 それにつきましては、資料を用意しておりません。 

 

（委員長） 

 委員は現場におられて、いかがしょうか。 

 

（委員） 

 今、来ていただいている保護者の方から預かり保育がないのですか、給食がな

いのですかということは実際に聞くことはございます。確かにニーズはあると思

います。 

 

（委員長） 

 市の方針というものがあるとは思うのですが、近隣市でも預かり保育・３歳児



12 

 

保育をしているのですか。それについては調べていただきたいと思います。本日

は議論を進めていきたいと思っていたのですが、これらを調べていただいた後の

方がいいですか。あるいは預かり保育・３歳児保育を行うことが難しいならそれ

をはっきりと難しいと言っていただければ、先程の委員のご意見はご意見として

承って、皆さんがどう思われるのかをお聞きして次に進めていきたいと思うので

すが。 

 

（事務局） 

 幼児教育振興審議会の中で、幼稚園が再編・統合していった流れがございます。

当然ながら人口減少、少子化の流れの中でいろいろなサービスについても議論は

されてきました。そういう中で再編・統合に至っております。本審議会では、再

編・統合というよりは、まずは寝屋川市が担うべき市立の幼稚園の在り方、その

中で少子化といったところも当然ながらございます。サービス内容につきまして

は、委員からご指摘のありましたサービス内容についても、いろいろ議論されて

きたと思います。ただし今の現状、少子化の流れというものが一番大きな流れで

ございまして、そこをどう解決していくのかということを考えますと、サービス

内容を今後 10 年後を考えて検討していくというよりも、まずは市立の幼稚園と

保育所をどうしていくのか、市立は何を担うべきなのかというところを考えてや

っていかなければならないと事務局としては思っています。そういう意味では、

廃園というところではなく、サービス内容を変えていくそういう意味合いで認定

こども園を検討していくというのも一つの手段ではないかという思いは持ってい

ます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。考え方の順番は異なっていますが、目的は同じだと

いうことの説明であったと思います。少し難しい話になりましたが、委員いかが

でしょうか。感想でも結構です。 

 

（委員） 

 難しくて、なんと言っていいか分かりません。 
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（委員長） 

 今の事務局からの説明は、委員のご指摘くださったサービス内容といいますか

ニーズにあったサービスを、サービスという言葉には少し馴染みにくいかもしれ

ませんが、保護者ニーズの中には保育内容もあるとは思うのですが保育内容のこ

とは置いておきまして、預かり保育であったり、３歳児保育であったりとかそう

いうニーズを踏まえた市立幼稚園の在り方をまず考えてはどうかということが委

員のご指摘かと思います。一方、事務局の説明では、市立の施設ですのでもちろ

んサービス内容を考えなければやっていけないが、そのことを考える上でまず、

市立の幼稚園・保育所は同じく市の施設なので、そこの中で一緒になって考えて

はどうかと思っているとの説明で、結局目的は同じようなことで、サービス内容

を考えなくてはいけないことも同じですし、その順番として提案が異なっている

訳なのです。そういう議論だと思います。他の委員はいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 内容の詳細のところまでは理解できていないところはございますが、それぞれ

ご意見を述べられていることを聞いていると、そうであると思うのですが、なか

なか答えというものは言えないです。小学校として少し離れたところから見たと

ころから述べますと、サービス内容の見直しについてのそれぞれご意見がある中

で、子ども自身が在園するその中でどうしていくのか、今在園している子どもに

その時間があるかどうかといったところが少し気がかりでした。まさに今変えて

いく必要があるのであるならば、変えていく必要があるでしょうし、今のこども

がどうなっていくのかということもあるので、難しい問題であると思います。ま

た、中教審において幼児教育が触れられている中に家庭・地域における幼児教育

の支援充実ということが大きく上げられており、どの選択であってもそれを上手

く実現していくのかということを私の中でも分かりかねており、今在園している

子どもに思いを寄せてしまいます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。他の委員もご意見いかがでしょうか。 
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（委員） 

 地域の者として、私の経験ですが、市立幼稚園が近いので子どもをそこに通わ

せていました。その当時は今の状況と違って、母親が家にいるいわゆる専業主婦

が多かったのです。そのような中で市立幼稚園に子どもを通わせて、今思うとよ

かったと思います。なぜかと申し上げますと、地域と近いところで子どもの日々

を見られることと園の先生との距離感がとても近くそういう点では安心して子ど

もを預けられたのではないかと思っています。市立の幼稚園は市立の幼稚園の良

さがあると思うのです。ただ残念ながら委員のおっしゃいましたように全国的に

子どもの減少率が高いのと、共働き世帯の増加もあり、市立幼稚園の特色と考え

たときに、私の子育ての時代とずいぶん変わってますので、やはりサービス内容

というものも 必要になってくるのではないかと思います。やはり地域でもこの

間、在園児数がすごく減ったということは地元の住民としてとてもショックであ

りました。ただ、委員長がおっしゃったようにそのことをショックと捉えないで

次のステップに踏み出していくようにここで皆様方と議論して、幼稚園の改革が

できればと思います。また預かり保育・３歳児保育を必要とするならば、市立の

保育所を選ぶのか市立の幼稚園を選ぶのか認定こども園を選ぶのかといったこと

を立ち止まって考え、このことをクリアしていかない限りは幼稚園の人数も減っ

てくるのではないかという状況を私は感じています。地域でも民生児童委員とし

て出入りさせていただきまして、支援が必要な家庭の子どものことを情報共有さ

せていただいたり、その子どもが地元の小学校にいくときに、学校の先生と情報

共有しながら、地域で民生児童委員の立場ですが、見守っていくことも現在行っ

ています。そういうつながりも大事にしていきたいと思っています。ただ教育・

保育の中身のこととなりますと少し難しいかと思います。サービス内容とかお話

がありましたように、それでも着手していかないと時代にあった、ニーズにあっ

たものが必要だと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。地域にそれぞれ市立の施設があることの重要性、それ

が幼稚園か保育所か認定こども園かということは置いておいて、その地域で子ど
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もを育てる市立の施設が必要というご意見をいただきました。他の委員はいかが

でしょうか。 

 

（委員） 

 議論は難しいのですが、私の末っ子は、これから就学前施設を選んでいく状況

なのですが、市立幼稚園の特色が好きで上の子どもを通わせていたので、今のと

ころはそう考えてはいるのですが、子どもから手が離れると働きたいので、預か

り保育とかがあるといいなと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。それでは、少し議論を整理したいと思います。皆様か

らご意見をいただきまして、議論のポイントは、最初に委員がご指摘くださった

サービスの内容を先に検討する必要があるということ、それに対し、事務局とし

てはもちろんサービスの内容も考えなければいけないというスタンスです。考え

る手順がどちらがいいのかということだと思います。このことを今ここで急に皆

様と議論して決められないかもしれませんが、これについて少しご意見をいただ

きたいと思います。委員は先に市立幼稚園がニーズに応える努力をすべきではな

いかという考え方ですね。もう一つは、地域の市立の施設として、地域の保育ニ

ーズに応えるために、まずその施設を維持するという意味で認定こども園という

形を考えてみてはどうか、そしてもちろんその中身のことで、保育内容はもちろ

んですが、ニーズに応えることも検討していきたいと、このような２つの意見が

あり、目的は同じなのですが、手順が異なっているのです。手順は異なりますが

目的は同じで、サービス内容を検討しなければならないというところでも同じで

す。これについていかがでしょうか。 

  

（委員） 

 資料で説明したいのですが、今の議論はいい議論で、とても本質をついている

と思いました。市立幼稚園がどうあるべきかということで、今２つの方向性があ

るのですが、２つの方向性はどちらも同じことをいっているということは、私も

委員長のご意見のとおりと思います。まず、委員がおっしゃったように、サービ
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ス内容の変更が大事であるということで３歳児保育・預かり保育をまず検討すべ

きであるというようなことが委員のご発言で、私もなるほどそのとおりだと思い

ます。事務局の考え方は、サービス内容というものが認定こども園とかそちらの

方向ではないかということで方向性は異なるが、同じような中身を考えているな

と思いました。これを私たちは主体的に寝屋川市としてどう選んでいくかという

ことが重要なのではないかと思います。例えば段階を経て変更していった他市の

事例はないかということについて、事務局がまだ分からないとのことでしたので、

今後冷静に判断すべきではないかと思うのです。少し皆さんの議論をききながら

インターネットで調べて見たところ、３歳児保育の状況なのですが、平成 20 年度

の情報なので今は変わっているとは思うのですが、大阪府下で市内の全公立幼稚

園で３歳児保育を行っているのは泉大津市だけです。多いのは阪南市、大阪市と

大阪府下でも少ない状況です。今からこの方向で調整するのか、認定こども園と

いった方向にズバット変えるのか。先に３歳児保育をするのか、そうでないのか

ということではなくて、どちらがより実態にあっているのかということなのです

ね。もう一つは、どれくらい変わったのかというのを調べてみると 1980 年は圧倒

的に専業主婦世帯が多かった時代です。これが時代が過ぎていくと 1990 年頃に

は専業主婦世帯と共働き世帯がほぼ同じくらいとなり、これが 2000 年くらいま

では横ばいだったものが今は急激に変わって共働き世帯が増えているのです。今

判断するのならこの急激な変化を見るのであれば、私は事務局が言っていること

も間違っていることではないかという気もします。ただこの伸びが落ちるかもし

れないし、そこは分からないことです。言えることは、やはり感情的にどちらが

いいとか悪いとかを話し合っても平行線になると思うので、エビデンスをしっか

り示して、どちらを選ぶのが寝屋川市の子どもにとっていいかということなので

すね。今、委員がおっしゃったように、事務局がおっしゃったようにこどものた

めに一番いい選択肢というのは皆さん同じ方向なのです。この急激な状況で３歳

児保育・預かり保育を行えばいいということのご指摘もありましたが、預かり保

育は、ある市では料金をとって行っており、そのような形でニーズに合わせてい

くのか、一気に変えていくのか、そこら辺の議論がない状況で判断するのは危険

であると思います。ただ、私個人的な感想をいいますとこの状況をみた場合、あ

まりにも急激な変化であるので、ここで状況を見て一段落おいてというのは少し
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遅い気がします、一気にいく方がいいのではないかと個人的には思います。ただ

後戻りはできないので、冷静な議論が必要だと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。事務局にこのような資料で説明してほしかったので

すが。おそらく公立幼稚園で３歳児保育を市内全園で行っているところは少ない

のではないかと思いますが。 

 

（委員） 

 他府県や他市の状況でなぜ３歳児保育を全園で行う市が少ないのか、委員がお

っしゃるようにまず、３歳児保育を行なわないのかというご意見はおっしゃると

おりなのですが、なぜ行っていないのかというところに一つの答えがあるのでは

ないかと思います。後から追随する私たちにとっては他市の状況というものは一

番の勉強になると思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。確かにいまここでこれ以上深い議論をすることは難

しいので、資料が必要だと思います。皆さまが今、どちらかということについて

答えくいということもよく理解しております。何度も繰り返しますが事務局も委

員のご指摘については、よく理解されていると思いますし、同じ目的に向かって

いるとは思うのです。委員は先程の説明に用いられた資料を今、会議中に探され

たのですか。 

 

（委員） 

 今です。ただ、こういう議論は色々な市で行われているので、分かりやすかっ

たです。このことは寝屋川市だけのことではなく、多くの市にとっても同じ問題

なのです。平成 20 年度の大阪府下でいうと公立幼稚園として全市的に３歳児保

育を行っているのは泉大津市だけなのです。なぜ泉大津市が行っているのかとい

うことにも答えがあるかもしれません。 
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（委員長） 

 ありがとうございました。本日はとてもいい議論ができたと思います。本日は

これ以上議論を進めることができないかと思いますが、１歩も２歩も進んだ気が

します。事務局には、資料を整えていただいて、いずれはどちらにするかという

ことを決める必要があると思います。審議会にはタイムリミットがあり、次回審

議会では今回の議論を踏まえて、あと３歩くらい進みたいと思います。このよう

な議論を抜きに次に進んでいくことはできませんので、委員のご指摘には大変感

謝しています。 

それでは、もう一つの議題で次第には載っていないのですが、前回の会議での

議論を踏まえて、次に進めていく必要がありますので、もう１点、検討していた

だきたいことがございます。ハード面の課題から認定こども園のことがでてきて、

今このような議論になっているのですが、もう１点はソフト面のことです。前回

の会議で幼稚園・保育所・認定こども園などといった施設の種別を超えた寝屋川

市の全体的な就学前教育・保育に関して、より具体的にその内容を市民に示す必

要があるとのご意見をいただきました。これには先程のご意見にあったサービス

内容も含まれると思います。冒頭部分での前回の振り返りでも触れましたが、前

回の配布資料のうちの、A4 用紙を横にした方の図には就学前教育・保育のスロー

ガン・狙いとしてのポイントはのみが記載されており、委員のみなさまからのご

指摘の通り具体性に欠けています。市全体としての教育・保育の内容を具体的に

示すために、これを検討する場が必要ではないかと考えるのですが、いかがでし

ょうか。就学前教育・保育内容の具体的な部分まで考えることは、本審議会の役

割ではないと思います。今は幼稚園のことは教育委員会、保育所のことはこども

部が所管していると思うのですが、市全体の就学前教育・保育の内容を具体的に

考えて、市民に示すためには、担当部局を超えて検討する場が必要だと思うので

す。これは皆様からのご指摘から出てきたものですが、この件についていかがで

しょうか。事務局にお尋ねしたいのですが、就学前教育・保育内容の検討につい

ては、どういう状況ですか。 

 

（事務局） 

 資料につきましては、前回にお示しさせていただきましたが、就学前教育・保
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育を可視化したものでございまして、これについては事務局の中で議論し作成し

たものでございます。ご指摘のとおり、市全体的な検討の場にかけてしっかり検

討していく必要があると考えており、そういう場が必要だと考えています。 

 

（委員長） 

 検討の場は、今はまだないということですね。 

 

（事務局） 

 子育て・教育総合支援本部というものがございます。その中で検討していくの

か、また別の組織の中で考えていくのかということにつきましては、今後の課題

であると考えています。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。ということは前回皆様からご指摘のありましたことは、

そのままにされずに今後就学前教育・保育の中身について市全体で検討し、具体

的な市民への示し方なども今後考えていかれるということですね。皆様これでよ

ろしいでしょうか。これは、蛇足になりますが、例えば、委員の前回会議のご意

見のように、保護者にとっては保育するところは保育所、教育は幼稚園、認定こ

ども園はなんだろうと言った、各施設の機能について十分に理解していただけて

いない部分もあるのではないかと思います。また、私立幼稚園での預かり保育を

みて幼稚園は子どもを長時間預ってくれるが、それでは保育所とどう違うのかと

か、何か利用者に分かりにくくなっている部分があると思います。現在の学習理

論では、「教育」とは白紙状態の子どもの頭の中に色々なことを刷込むということ

ではないということが、教育・保育に携わる方には分かっているのですが、一般

的には何かを教え込むことが教育であると考えられています。学習とは、学習者

が受け身ではなく主体的に人や物に関わり、その相互作用を通して自分の中に知

識を構成していくことですが、特に幼児教育は、主体的な遊びを通して子どもた

ちは様々なことを学習します。またその学習を助けるために、保育者は人的・物

理的環境を構成します。時によっては子どもたちと共に環境を構成することもあ

ります。この意味で、保育所ももちろん認定こども園も「教育」を行っていると
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言えます。それから、厚生労働省が示している保育所保育指針と文部科学省が示

している幼稚園教育要領と内閣府が示している幼保連携型認定こども園教育・保

育要領の中でも３歳以上の子どもの教育は幼児教育というとなっていますが、一

般的にはまだ十分理解されていないと思います。ですのでこのようなことも含め

て、今後具体的なことを検討する場でどのようにしたら皆さまに分かっていただ

けるかを考える必要があると思います。このことは行政だけの責任ではなく、例

えば私も関係していますが、保育者養成の場や教育・保育の現場でも発信してい

く責任があると思います。このような課題も先程のサービス内容のことと同様に

大切なことだと考えています。今皆様に認めていただいた、「検討の場」というも

のは必ず寝屋川市に設置していただきたいと思います。また、幼児教育で大切な

ことは、認知能力、すなわち知識を取り入れることだけではなく、非認知能力、

言い換えれば協働的に仲間と一緒に何かするとか、思いやりであるとか、もちろ

ん他の教育の場でも必要なのですが、こういった学びに向かう姿勢が大切で、非

認知能力をいかに育むということがこれからの幼児教育のキーワードになると言

われています。寝屋川市が率先して、こういったことを市民にアピールできるよ

うに、「検討の場」で協議し整理されることを心から期待しています。委員、本日

の感想はいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 委員長が今おっしゃっているところは、これはすごく大事だと思っておりまし

て、やはり公立だからとか私立だからとかいう前に、就学前の教育を寝屋川市と

してどうしていくのか、これが総合計画とかにも反映されているように思うので

すが寝屋川市に子どもが転出よりも転入を多くしていって、若い保護者にたくさ

ん来ていただいて、住み続けていただけるような、まちづくりというものが必要

なのでは思います。やはりリラット等といったハードだけではなく、自分たちが

そこを利用しないとそのソフトというものは分からないと思うのです。ハードは

一見すると見やすいのですが、それは建物としては継続するのですが、それを利

用する方はなかなか継続するのは難しいと思います。本当にソフト面というのは

入らないと分からないのですが、そのあたりを含めて上手くマーケティングして

アピールいただいて、寝屋川市に住めばこういう教育を受けることができる、幼
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児教育も切り取られるのではなく、小学校の就学前としての前倒しではなく、一

貫して寝屋川市に住めばずっと高校卒業するまでこういう教育が受けられるとい

ったことが分かれば、寝屋川市住みたいと思われる方が増え、現在寝屋川市がさ

れている二軸化といったことも現実的に、実現できるものと思います。それを、

それぞれで事業ごとに切ってしまうと、その部局の色々な思いとかもあって、上

手くまとまらないと思うので、横断的なものがあれば本当に垣根を超えてまとま

ってでき、寝屋川市が一体となったまちづくりを含めた子育て支援というものが

できるのではないかと思いますので、是非ともこの就学前教育の場、プロジェク

トといいますか、横断的な取り組みには私たち市の民間保育園・認定こども園の

協議会としても協力していきたいと思っております。 

 

（委員長） 

 ありがとうございます。今こういう混乱のときはチャンスでもあります。皆様

がよく分からないということが分かったので、これを整理していくいい機会とし

て、是非寝屋川市でやっていけばいいのではないかと思います。今日の議論のま

とめは難しいとは思いますが、委員からも感想をいただきたいと思います。 

 

（委員） 

 これは文部科学省が出している資料なのですが、昭和 60 年に全国で約 15,000

園あった私立も含む幼稚園数が今、約 10,000 園まで減少しています。それが逆に

幼稚園から認定こども園への移行数がどんどん右肩上がりに増えていくというこ

とはエビデンスとしてございます。ただそれを選ぶのかということは私たちの大

人の責任なのだと思います。これからの寝屋川市がどういう方向に向かうのかと

いうことを考えるのが私たちの責任で、まさに委員がおっしゃったように転出よ

り転入が多いまちにしなくてはいけない。そうするとすごく活気もでてきます。

私大学が兵庫県にあるのですが、市の近隣市では転出より転入の方が多いのです。

なぜかと言うと子育てが充実しており、ＰＲもできているように思います、その

ような議論もしっかり踏まえて、寝屋川市の教育に自信を持っていけるようにな

っていく一つになればいいと思います。その中でいうと、やはり、私たちは印象

で進むのではなく、しっかりとしたエビデンスベースでやっていく必要があると
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思います。こういう文部科学省の情報を含め、インターネット上にはたくさんの

色々な方が述べている情報がございまして、例えばこの文部科学省の資料とか見

ると色々なことが分かってくるのではないかと思います。今、調べていますと、

どちらかというと幼稚園の内容を変えていくよりか、ハードの部分を変えていく

ことの方が多いような印象を受けましたが、ただ、単純な話ではないので、皆さ

まと一緒に知恵を出し合って議論していきたいと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。委員のおっしゃったエビデンスを示していただくこ

とによって、皆様も理解が進んだと思います。恐らく事務局にもたくさんの資料

があるかと思いますので、引き続き議論するために、次回審議会までに資料作成

をお願いします。少し前に申しましたが、審議会は時間に限りがない訳ではなく、

あと数回でこの審議会の考えというものをある程度まとめなければいけないと思

いますので、次回審議会は今の議論に基づいて、皆様にご協力いただき、御忌憚

のない意見を取り交わしながら寝屋川市の子育てしやすいまちづくりに協力でき

るように議論を進めていきたいと思います。具体的には認定こども園について考

えるならば、どのような形がいいのか、あるいは先程の委員のご指摘のとおり、

まず幼稚園で３歳児保育や預かり保育をやってみる方がいいのか取り組みの手続

きの順番も含めまして議論できればと思います。本日は本当にありがとうござい

ました。最後に事務局から連絡事項等ありませんか。 

 

（事務局） 

 次回の審議会は、５月中旬頃の開催を予定しています。委員の皆様におかれま

しては、ご多忙とは存じますが日程調整をお願いしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。以上でございます。 

 

（委員長） 

 皆様お忙しいことと思いますが、ご予定をお願いいたします。本日の会議は、

以上で終了といたします。 

 議事の運営にあたり、委員の皆様方におかれましては、長時間にわたりご協力

を賜りましてありがとうございました。 

 

（閉会） 


